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シンポジウム

序

シ
ン
ポ
ジ
ュ

l
ム
覚
書

稗

4王ト

貝

俊

文

情
報
技
術
の
進
展
は
、
膨
大
な
デ
ジ
タ
ル
情
報
が
国
境
を
越
え
て
瞬
時
に
伝
播
す
る
サ
イ
バ
ー
空
間
を
創
出
し
た
。
新
た
な
情
報
技
術
は
、

新
た
な
企
業
と
産
業
を
生
み
出
し
、
情
報
を
享
受
す
る
公
衆
の
自
由
の
辺
境
を
拡
大
し
て
い
る
。
反
面
、
技
術
の
進
歩
は
迅
速
で
市
場
の
変

化
は
急
激
で
あ
る
か
ら
、
政
府
に
よ
る
情
報
の
保
護
は
立
ち
後
れ
、
規
制
は
進
展
に
追
い
つ
け
な
い
と
い
う
事
態
が
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
市
場
参
加
者
は
、
例
え
ば
、
技
術
を
標
準
化
し
た
り
、
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
技
術
を
開
発
す
る
な
ど
、
自
発
的
創
意
で
危
機
的
事
態
を
乗
り

越
え
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
最
善
で
な
い
と
し
て
も
、
国
家
の
介
入
に
依
る
よ
り
良
い
成
果
が
得
ら
れ
る
。
か
く
し
て
、
ハ
イ
テ
ク
産
業
で
は
、

「
国
家
か
ら
自
由
」
な
市
場
を
確
保
す
べ
き
と
の
言
説
が
支
持
さ
れ
、
通
念
と
し
て
流
通
す
る
。
し
か
し
、
市
場
へ
の
干
渉
を
排
す
る
こ
と

が
市
場
参
ノ
加
者
の
自
由
を
保
障
し
て
も
、
常
に
公
衆
の
自
由
の
保
障
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
自
発
的
創
意
で
危
機
的
事
態
を
乗
り
越
え
る

こ
と
が
他
の
人
間
の
自
由
を
抑
圧
す
る
危
険
が
あ
れ
ば
、
新
た
な
政
府
規
制
が
必
要
に
な
る
。
以
下
に
掲
載
す
る
田
村
善
之
「
効
率
性
・
多

様
性
・
自
由
|
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
の
著
作
権
制
度
の
あ
り
方
」
と
和
久
井
理
子
「
共
同
の
標
準
化
活
動
と
独
禁
法
」
は
、
こ
の
よ
う
な

課
題
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
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田
村
論
文
が
擁
護
す
る
の
は
、
情
報
技
術
に
よ
り
拡
大
さ
れ
た
人
間
の
自
由
の
可
能
性
で
あ
る
。
情
報
技
術
の
第
三
の
波
が
訪
れ
、
著
作

権
法
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
を
求
め
る
時
代
の
到
来
は
必
須
で
あ
る
と
展
望
す
る
。
し
か
し
、
従
来
の
著
作
権
制
度
の
保
護
が
新
た
な
技
術
と

そ
の
利
用
形
態
に
追
い
つ
け
ず
、
著
作
権
法
の
複
製
禁
止
主
義
、
公
の
利
用
禁
止
主
義
が
、
新
し
い
技
術
の
可
能
性
に
拘
束
衣
を
着
せ
て
お

り
、
著
作
権
の
危
機
が
叫
ば
れ
る
。
田
村
論
文
は
、
そ
の
よ
う
な
危
機
を
見
据
え
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
先
に
課
題
を
見
い
だ
す
。

市
場
参
加
者
は
、
例
え
ば
、
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
技
術
や
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
技
術
を
開
発
し
て
、
著
作
権
の
保
護
の
危
機
を
乗
り
越
え
よ
う
と

す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
情
報
の
享
受
に
か
か
る
公
衆
の
利
益
を
機
械
装
置
に
よ
り
容
易
に
オ
ー
バ
ー
ラ
イ
ド
す
る
危
険
が
あ
る
。
ま
た
米

国
の
一
部
の
論
者
が
唱
え
る
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
著
作
権
侵
害
に
関
し
て
プ
ロ
パ
イ
ダ
の
法
的
責
任
を
問
う
厳
格
責
任
論
や
、
デ
ジ
タ

ル
情
報
の
利
用
に
お
け
る
差
別
料
金
設
定
の
容
認
論
は
、
公
衆
が
情
報
を
自
由
に
利
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
危
険
性
が
あ
る
。
田
村
論
文
は
、

そ
こ
に
人
間
の
自
由
の
抑
圧
を
み
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
し
て
、
田
村
教
授
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
も
っ
公
衆
の
情
報
享

受
の
偉
大
な
可
能
性
を
擁
護
し
、
フ
ェ
ア

i
ユ
i
ス
法
理
と
同
種
の
考
え
で
支
え
ら
れ
る
べ
き
情
報
の
多
様
性
と
自
由
性
を
優
先
さ
せ
る
べ

き
と
す
る
。
ヒ
ト
の
自
由
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
擁
護
す
べ
く
保
護
と
利
用
の
新
た
な
均
衡
を
サ
ー
バ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
時
代
の
著
作
権
法
の

課
題
と
し
て
提
示
す
る
。

和
久
井
論
文
は
、
ハ
イ
テ
ク
製
品
の
互
換
性
や
相
互
運
用
性
を
可
能
に
す
る
技
術
標
準
化
の
意
義
を
説
き
つ
つ
、
競
争
政
策
の
課
題
を
検

討
す
る
。
公
的
な
機
関
に
よ
る
標
準
(
デ
ジ
ュ
ー
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
)
は
、
技
術
の
進
歩
が
迅
速
で
市
場
の
変
化
が
急
激
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
有
効
性
を
失
い
つ
つ
あ
る
。
技
術
が
急
速
に
進
歩
す
る
分
野
で
は
、
事
実
上
の
標
準
(
デ
フ
ァ
ク
ト
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
)
が
、
企
業
聞

の
協
力
に
よ
り
、
あ
る
い
は
単
独
企
業
の
影
響
力
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
。
そ
れ
は
公
的
機
関
に
よ
る
標
準
化
よ
り
効
率
的
で
あ
る
。

し
か
し
、
競
争
政
策
の
観
点
か
ら
は
、
技
術
の
標
準
化
は
、
新
た
な
研
究
開
発
と
成
果
の
採
用
を
抑
圧
す
る
危
険
性
を
内
在
さ
せ
て
い
る
。

他
の
事
業
者
の
技
術
を
正
当
と
は
言
え
な
い
方
法
で
排
除
し
、
ハ
ー
ド
コ
ア
の
競
争
制
限
が
標
準
化
行
為
を
偽
装
し
て
行
わ
れ
る
危
険
が
あ

北法53(4・37)1023
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る
。
さ
ら
に
、
真
性
の
標
準
化
活
動
自
体
が
競
争
上
の
リ
ス
ク
を
内
在
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
競
争
上
の
リ
ス
ク
を
指
摘
し
似

た
と
し
て
も
、
政
府
規
制
(
公
正
取
引
委
員
会
の
規
制
)
は
、
そ
の
摘
発
と
是
正
に
時
間
が
か
か
り
、
誤
っ
た
規
制
を
行
う
リ
ス
ク
が
あ
る
。
川
町

こ
れ
は
技
術
が
急
速
に
進
歩
す
る
分
野
で
は
致
命
的
で
あ
る
。
和
久
井
論
文
は
、
か
く
し
て
、
独
占
禁
止
法
の
よ
る
技
術
の
標
準
化
の
問
題
抑F内υ

改
善
に
は
過
大
な
期
待
を
も
て
な
い
と
し
つ
つ
も
、
し
か
し
、
な
お
、
競
争
法
の
観
点
か
ら
標
準
技
術
の
適
正
化
を
図
る
意
義
は
大
き
い
と
峨

し
て
い
る
。

両
論
文
は
、
市
場
主
義
に
よ
る
効
率
性
の
確
保
を
一
応
承
認
し
つ
つ
も
、
ヒ
ト
の
情
報
利
用
の
自
由
や
技
術
開
発
の
多
様
性
、
標
準
化
技

術
の
適
正
化
を
確
保
す
る
た
め
に
、
政
府
に
よ
る
保
護
と
規
制
の
新
た
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
求
め
る
。
そ
れ
は
「
国
家
に
よ
る
自
由
」
の
新
た

な
再
構
築
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
田
村
論
文
と
和
久
井
論
文
の
成
り
立
ち
と
、
筆
者
が
序
文
を
書
く
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
若
干
説
明
し
て
お
き
た
い
。

(1) 

こ
れ
ら
の
論
文
が
執
筆
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
北
海
道
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
の
高
等
法
政
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
主
催
で
行
わ
れ
た

「
〈
法
学
シ
ン
ポ
ジ
ュ

l
ム
〉
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
保
護
と
競
争
政
策
、
情
報
公
序
論
の
交
錯
」
(
二

O
O
一
年
(
平
成
二
二
)
年
一
一
一
月
八
日

(

2

)

(

3

)

 

(
土
)
)
で
あ
っ
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ュ

l
ム
の
報
告
者
は
、
本
研
究
科
の
田
村
善
之
教
授
、
九
州
大
学
の
曽
野
裕
夫
助
教
授
、
大
阪
市
立
大
学

の
和
久
井
理
子
助
教
授
の
三
人
で
、
コ
メ
ン
テ
l
タ
!
と
し
て
、
本
研
究
科
の
中
川
寛
子
助
教
授
と
徳
島
大
学
の
泉
克
幸
助
教
授
の
二
人
が

(4) 

出
席
し
発
言
し
た
。
司
会
は
、
筆
者
(
稗
貫
俊
文
)
が
担
当
し
た
。
(5) 

幸
い
に
し
て
本
シ
ン
ポ
ジ
ュ

l
ム
は
一
定
の
成
果
を
得
て
終
了
し
た
。
終
了
直
後
に
、
司
会
と
報
告
者
が
本
シ
ン
ポ
ジ
ュ
!
ム
の
成
果
を

何
ら
か
の
形
で
公
表
す
る
こ
と
を
協
議
し
て
、
そ
の
結
果
、
北
大
法
学
論
集
に
特
集
と
し
て
掲
載
し
て
い
た
だ
く
よ
う
編
集
委
員
会
の
依
頼

す
る
こ
と
を
決
め
た
。
報
告
者
の
曽
野
助
教
授
は
多
忙
に
よ
り
執
筆
に
は
参
加
し
て
い
な
い
。

曽
野
助
教
授
を
含
め
三
人
の
報
告
者
、
二
人
の
コ
メ
ン
テ
l
タ
l
、
公
正
取
引
委
員
会
事
務
総
局
の
職
員
の
方
々
、
シ
ン
ポ
ジ
ュ

l
ム
の
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準
備
と
進
行
に
協
力
し
て
い
た
だ
い
た
経
済
法
専
攻
と
知
的
財
産
専
攻
の
大
学
院
生
諸
君
、
そ
し
て
当
日
参
加
さ
れ
た
皆
様
に
、
こ
の
機
会

に
、
お
札
を
申
し
上
げ
る
。

(
1
)
本
シ
ン
ポ
ジ
ュ

l
ム
主
催
の
高
等
法
政
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
の
ほ
か
、
共
催
団
体
と
し
て
、
公
正
取
引
協
会
、
北
大
経
済
法
研
究
会
、
北
大

民
事
法
研
究
会
が
加
わ
っ
た
。

(2)
シ
ン
ポ
ジ
ュ

l
ム
の
課
題
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
「
情
報
通
信
に
か
か
わ
る
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
や
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
の
革
新
が
急
速
に
進

行
し
て
い
る
中
で
、
特
許
権
・
著
作
権
な
ど
知
的
財
産
権
の
情
報
保
護
の
機
能
が
低
下
し
て
い
る
。
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
関
連
事
業
者
は
、
こ
の
よ

う
な
制
度
の
対
応
の
遅
延
を
後
目
に
、
市
場
に
お
け
る
新
規
な
契
約
形
態
の
形
成
に
よ
り
、
も
し
く
は
装
置
的
な
防
御
方
法
の
考
案
に
よ
り
、

急
激
な
変
化
に
対
応
し
た
保
護
の
施
策
を
模
索
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
し
か
し
、
知
的
財
産
法
の
領
域
で
の
公
衆
の
望
ま
し
い
利
用
関
係
や
、

そ
れ
を
確
保
す
る
知
的
財
産
権
の
設
計
政
策
や
競
争
政
策
な
ど
の
公
益
的
な
留
保
や
配
慮
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
、
専
ら
事
業
者
の
事
業
上
、
技

術
上
の
都
合
で
「
効
率
的
」
に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
既
存
制
度
の
「
公
共
性
」
の
配
慮
を
踏
み
越
え
、
知
的
財
産
の
保
護
と
利
用
の
均
衡

を
崩
す
。
著
作
物
の
表
現
を
こ
え
て
そ
の
思
想
を
支
配
し
、
技
術
の
新
た
な
創
作
の
た
め
の
環
境
を
破
壊
す
る
。
か
か
る
危
機
感
を
背
景
に
、

問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
、
情
報
の
保
護
と
利
用
の
新
た
な
均
衡
を
探
る
べ
く
、
平
成
一
一
一
一
年
一
二
月
八
日
に
、
標
記
シ
ン
ポ
ジ
ュ

l
ム
が

開
催
さ
れ
る
」
と
。

(3)
曽
野
報
告
の
趣
旨
は
次
の
通
り
。
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
発
展
に
よ
り
、
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
の
取
引
が
、
デ
ジ
タ
ル
情
報
の
オ
ン
ラ
イ
ン
取
引
と

な
り
、
意
思
の
合
致
を
基
本
と
す
る
取
引
形
態
か
ら
議
離
し
た
シ
ュ
リ
ン
ク
ラ
ッ
プ
契
約
へ
、
さ
ら
に
ク
リ
ッ
ク
オ
ン
契
約
へ
と
新
た
な
取
引

形
態
を
形
成
し
、
モ
ノ
(
媒
体
)
の
取
引
を
中
心
に
発
展
し
て
き
た
契
約
法
理
や
著
作
権
法
と
組
蹄
す
る
形
で
進
行
し
て
い
る
。
九
州
大
学
の

曽
野
裕
夫
助
教
授
は
、
デ
ジ
タ
ル
情
報
の
直
取
引
が
、
著
作
権
法
に
よ
る
保
護
を
無
用
化
す
る
だ
け
で
な
く
、
附
合
契
約
(
マ
ス
マ
ー
ケ
ッ
ト

契
約
)
と
し
て
著
作
権
の
効
力
の
公
益
的
な
制
限
を
オ
ー
バ
ー
ラ
イ
ド
し
、
情
報
の
享
受
主
体
で
あ
る
市
民
の
自
由
と
利
益
を
損
な
っ
て
い
る

と
指
摘
す
る
。
か
か
る
事
態
の
進
展
が
顕
著
な
米
国
の
現
状
を
取
り
上
げ
て
、
危
機
の
進
行
を
抑
止
す
べ
く
試
み
ら
れ
て
い
る

U
C
I
T
A
の

議
論
を
紹
介
す
る
。
そ
し
て
、
曽
野
氏
は
、
新
た
な
情
報
技
術
の
環
境
の
な
か
で
、
情
報
「
八
ム
序
論
」
を
盾
に
革
新
、
競
争
、
八
ム
の
論
評
を
擁

北法53(4・39)1025
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護
す
べ
く
、
デ
ジ
タ
ル
情
報
保
護
に
お
け
る
公
益
擁
護
の
復
権
を
唱
え
る
。
」

(
4
)
一
一
一
人
の
報
告
後
、
コ
メ
ン
テ

l
タ
ー
が
質
問
や
意
見
を
述
べ
、
そ
れ
ら
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
行
わ
れ
た
。
コ
メ
ン
テ

l
タ
J
の
徳
島
大
学
の

泉
克
幸
助
教
授
は
、
日
本
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
の
最
近
の
動
向
を
紹
介
し
た
。
そ
し
て
、
送
信
技
術
、
暗
号
技
術
、
認
証
・

課
金
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
が
要
請
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
和
久
井
氏
が
指
摘
す
る
問
題
が
起
こ
り
う
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
ま
た
、
デ
ジ
タ
ル

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
で
拡
大
す
る
通
常
人
の
著
作
物
の
利
用
が
、
現
行
の
著
作
権
法
で
は
、
こ
と
ご
と
く
侵
害
と
さ
れ
る
リ
ス
ク
を
指
摘
し
、

現
行
著
作
権
法
の
効
力
を
制
限
す
る
三

O
条
以
下
の
規
定
が
限
定
列
挙
で
あ
る
の
を
問
題
と
し
、
米
国
流
の
フ
ェ
ア

l
ユ
l
ス
的
な
一
般
条
項

が
必
要
で
は
な
い
か
と
問
題
を
提
起
し
た
。
ま
た
、
プ
ロ
パ
イ
ダ

l
の
責
任
論
に
関
し
て
、
米
国
の
「
ロ

S8hwz-sa。
耳
口
」
方
式
に
な
ら
い
、

日
本
で
も
「
ロ

S
P
E
E
B
h
w
g宮
号
室
己
方
式
の
プ
ロ
パ
イ
ダ

l
責
任
法
が
一
一
月
三

O
日
に
施
行
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
評
価
を
田
村
氏
に
問

う
た
。
コ
メ
ン
テ

l
タ
l
の
中
川
寛
子
助
教
授
は
、
曽
野
氏
、
田
村
氏
の
オ
ー
バ
ー
ラ
イ
ド
論
を
、
長
期
的
な
第
三
の
波
の
な
か
で
、
ど
う
位

置
づ
け
る
か
質
問
を
し
、
ま
た
、
和
久
井
氏
が
紹
介
し
た
技
術
の
発
展
に
お
け
る
シ
ュ
ン
ペ

l
タ
l
論
者
の
競
争
論
に
つ
い
て
、
各
国
の
現
実

の
競
争
実
態
、
シ
ュ
ン
ペ
ン
タ

l
を
含
む
経
済
学
の
競
争
観
、
そ
し
て
独
禁
法
の
違
法
性
判
断
に
還
元
さ
れ
た
競
争
観
と
、
広
が
り
を
も
っ
た

大
き
な
問
題
の
一
部
で
あ
る
と
の
指
摘
を
し
た
。

ま
ず
、
デ
ジ
タ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
時
代
の
著
作
物
の
公
衆
利
用
に
関
し
、
情
報
公
序
論
、
フ
ェ
ア

l
ユ
ー
ス
論
、
第
三
の
波
に
か
か
る
質
問

と
議
論
が
行
わ
れ
た
。
曽
野
氏
は
、
情
報
の
取
引
契
約
に
お
け
る
オ
ー
バ
ー
ラ
イ
ド
の
防
止
に
つ
き
、
強
行
法
説
よ
る
よ
り
公
序
論
の
柔
軟
性

を
望
ま
し
い
と
し
た
。
田
村
氏
は
、
フ
ェ
ア

l
ユ
i
ス
論
が
、
日
本
の
判
例
で
は
、
正
面
か
ら
で
は
な
い
が
、
揚
め
手
に
よ
り
浸
透
し
つ
つ
あ

る
と
例
を
挙
げ
て
指
摘
し
た
。
次
に
、
動
態
的
に
変
化
す
る
技
術
、
製
品
、
市
場
に
関
わ
る
技
術
標
準
化
と
競
争
政
策
に
関
し
て
、
和
久
井
氏

は
、
携
帯
電
話
と
固
定
電
話
を
例
に
、
競
争
の
実
質
的
制
限
や
市
場
支
配
力
の
形
成
が
、
従
来
の
よ
う
に
、
代
替
製
品
の
範
囲
を
画
定
し
た
り
、

一
定
の
少
額
な
価
格
の
引
き
上
げ
が
及
ぼ
す
需
要
と
供
給
へ
の
仮
想
影
響
を
予
想
し
て
画
定
す
る
の
で
な
く
、
革
新
技
術
や
品
質
へ
の
影
響
を

予
測
す
る
必
ず
し
も
市
場
画
定
を
必
要
と
し
な
い
方
法
も
課
題
と
な
る
と
指
摘
し
た
。
公
正
取
引
委
員
会
事
務
総
局
か
ら
参
加
さ
れ
た
西
村
氏

は
、
動
態
的
な
変
化
が
あ
る
産
業
で
は
、
技
術
市
場
の
評
価
が
重
要
で
あ
る
と
説
き
、
シ
ュ
ン
ペ

l
タ
l
論
者
の
競
争
観
に
つ
い
て
は
、
ソ
フ

ト
ウ
ェ
ア
よ
り
も
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
領
域
で
こ
そ
問
題
に
な
る
と
指
摘
さ
れ
た
。

(
5
)
シ
ン
ポ
ジ
ュ

l
ム
の
結
果
は
次
の
よ
う
に
総
括
さ
れ
た
。
「
三
人
の
報
告
者
の
報
告
も
、
二
人
の
コ
メ
ン
テ

1
タ
l
の
議
論
も
、
共
通
し
て
、

事
業
者
の
自
主
的
な
取
引
が
、
効
率
的
な
市
場
決
定
を
も
た
ら
す
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
も
、
そ
れ
が
決
し
て
手
放
し
で
礼
賛
で
き
る
も
の
で
は
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な
く
、
市
場
決
定
主
導
と
い
う
効
率
性
の
追
求
を
前
提
に
し
た
と
し
て
も
、
公
共
性
の
観
点
(
情
報
公
序
・
情
報
の
多
様
性
と
自
由
・
情
報
技

術
の
革
新
に
お
け
る
競
争
的
な
環
境
の
形
成
な
ど
)
の
再
構
築
が
重
要
で
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
立
法
、
司
法
、
政
府
の
介
入
が
必
要
と

さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
狭
義
の
競
争
政
策
の
諜
題
に
止
ま
ら
ず
、
情
報
化
社
会
の
緊
急
問
題
を
広
く
見
渡
し
、
そ
の

対
応
策
を
展
望
す
る
有
意
義
な
シ
ン
ポ
ジ
ュ

l
ム
で
あ
っ
た
」
と
。
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